
 

  
 

 

住所・氏名
し め い

・生年月日・電話番号・職種又は職業を記入 
 
 
 

※マイナンバーの記載が必要です 

伊豆国 三朗 

伊豆国 花子 
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5   1    2 

 2 
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「１ 収入金額など」から計

算した所得金額を記入 

「３ 所得から差し引かれる金額

に関する事項」から計算した控除額

を記入 

各収入金額を記入 

各種控除の種類・保険料を記入 
        
 

15,000 

5,000 

60,000 

伊豆国 一郎 

１ 
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記 入 例 

伊豆国 次郎 
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伊豆国 太郎 

【課税対象の所得がない場合】 

令和７年中に所得のなかった人は、１から９までの該当番号を丸で囲み

必要事項を記入してください。なお、所得がない場合でも、扶養親族な

どは各種福祉手当の受給判定などや算出基礎資料となりますので、必要

に応じ申告が必要です。 

※ 扶養親族などが「別居」の場合記入 

「６ 給与所得の内訳」の記載 

給与所得者で源泉徴収票を取得することができない場合

は、雇用主からの給与支払証明書などを添付し、この欄

に詳細を記入してください。 

また、勤務先の一定していない人は給与明細書などによ

り記入します。 

養護老人ホーム 伊豆の国市長岡 346－1 
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5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

900,000 

伊豆の国市長岡 340-1 

伊豆の国工業 

(055)948-2918 

５ ４ ３ ２ １ ０ ５ ４ ３ ２ １ ０ 

  

○ 450,000 

伊豆の国工業 900,000 

９００，０００

600,000 

５００，０００ 

100,000 

 

500,000 

5,000 

5,000 

20 

20 100,000 

100,000 

源泉徴収票がある人は添付してくだ
さい。その場合は記入不要です。     
 

5,000 20 



<所得から差し引かれる金額に関する事項>  

㉕社会保険料控除                    

【控除額】国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、社会保険料等の支払額の全額 

㉖小規模企業共済等掛金控除 

 【控除額】小規模企業共済法に基づく第一種共済掛金、確定拠出年金法に規定する年金加入者掛金、心身障害者扶

養共済掛金の支払額の全額 

㉗生命保険料控除 控除限度額 70,000円 
旧 契 約 新 契 約 

支払保険料 A（円） 控除額（円） 支払保険料 B（円） 控除額（円） 
       ～15,000 支払金額の全額       ～12,000 支払金額の全額 

15,001～40,000 A×0.5＋7,500     12,001～32,000 B×0.5＋6,000 
40,001～70,000 A×0.25＋17,500  32,001～56,000 B×0.25＋14,000 
70,001～ 35,000     56,001～ 28,000 

各限度額  旧生命保険料    35,000円 
         旧個人年金保険料 35,000円  

 各限度額    新生命保険料      28,000円 
            介護医療保険料     28,000円 
         新個人年金保険料    28,000円 

最高限度額 合 計 70,000円 

※生命保険料、個人年金保険料について、各保険料で旧契約と新契約の両方の適用を受ける場合は、各保険料の控

除限度額は、28,000円です 

㉘地震保険料控除 控除限度額 25,000円 

地震保険料 旧長期損害保険料 

支払保険料 控除額（円） 支払保険料 控除額（円） 

一 律 
支払金額×0.5 

 （限度額 25,000） 

5,000～ 支払金額の全額 

 5,001～

15,000 
支払金額の全額×0.5＋2,500 

15,001～ 10,000 

最高限度額 合 計 25,000円 

※１つの保険契約で、地震保険と旧長期損害保険の両方がある場合には、どちらか片方を選択します。 

㉙寡婦・ひとり親控除 ※合計所得金額が 500万円以下であり、事実婚を除く 

区 分 控除額 対    象 

ひとり親 30万円 
生計を一にする子（総所得金額等が 48万円以下）を有する単身者 ※婚姻歴の

有無を問わない 

寡 婦 26万円 

「ひとり親」に該当せず次のいずれかに当たる者 

(１) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる者 

(２) 夫と死別した後婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでない者 

㉚勤労学生控除 26万円 大学、高等学校などの学生や生徒など一定の者で、合計所得金額が 75万円以下であり、

給与所得等以外の所得の合計金額が 10万円以下の者 

障害者控除                             ㉛㉜配偶者控除・配偶者特別控除  

区 分 控除額   

配偶者の合計所得金額 

申告者の合計所得金額 

普通障害 26万円 ※1 
 900万円以

下 

950万円

以下 

1千万円

以下 

特別障害 30万円 ※2 
 

58万円以下 33万円 
22万円 11万円 

同居特別障害 53万円 ※3 
  老人控除対象配偶者※ 38万円 

26万円 13万円 

    58万円超   95万円以下 
 33万円 

 

22万円 

 

11万円 

※１ 身障手帳３～６級、療育手帳の表示

Ｂ、精神障害者保健福祉手帳２・３級など 

※２ 身障手帳１～２級、療育手帳の表示

Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級など 

※３ 特別障害控除に該当し、かつ、その特

別障害者と同居である方 

  

 95万円超  100万円以下 

 100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円 

 105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円 

 110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円 

 115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円 

 120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円 

 125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円 

 130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円 

 133万円超  0 （控除なし） 

 

 

  

※昭和 30 年 1月 1 日以前生まれ(70歳以上) 

参考資料 



㉝㉞扶養控除 

区 分 控除額 対   象 

年少扶養親族

※ 
0円 平成 22年 1月 2日以後生まれ(16歳未満) 

一般扶養親族 33万円 平成 22年 1月 1日以前生まれ～ ※特定扶養親族・老人扶養親族以外 

特定扶養親族 45万円 平成 15年 1月 2日生まれ～平成 19年 1月 1日生まれ（19歳～22歳） 

老人扶養親族 38万円 昭和 31年 1月 1日以前生まれ（70歳以上） 

同居老親等 45万円 
老人扶養親族のうち、本人又はその配偶者の直系尊属（父母、祖父母など）で本人

又はその配偶者と同居している場合 

※年少扶養親族には控除額はありませんが、均等割・所得割の非課税限度額により非課税となる場合があります。 

 

㉟基礎控除                 ㊲医療費控除 

合計所得金額 控除額 

2,400万円以下 43万円 

2,400万円超 2,450万円以下 29万円 

 

 

【主な所得の種類】                    

事 

業 

 営業等 
小売業、建設業、製造業、飲食業、その他サービス業から生じる所得、各種外交員、音
楽講師、作家等の事業等から生ずる所得 

 農 業 農作物の生産、家畜や酪農品の生産から生じる所得 

 不動産 家賃、貸店舗、アパート、貸地等の所得 

 配 当 株の配当や公社債投資信託等を除く信託の収益の分配等 

 給 与 給料（アルバイト、パート勤務含む）、賃金、賞与等 

雑 

 公的年金 公的年金や恩給 ※遺族年金、障害年金等は非課税所得 

 業  務 シルバー人材センターからの報酬、原稿料、講演料等 

 その他 個人年金保険、互助会年金等 

 

<給与所得> 給料・賞与・賃金・パート収入                

 

 

 

 

 

 

<公的年金等> 国民年金・厚生年金・企業年金など 

●65歳以上…昭和 37年 1月 1日以前生まれ       ●65歳未満…昭和 36年 1月 2日以後生まれ 

公的年金等の収入金額
の合計 B（円） 

公的年金等の所得（円） 
（1 円未満の端数切捨て） 

公的年金等の収入金
額の合計 B（円） 

公的年金等の所得（円） 
（1円未満の端数切捨て） 

3,299,999～ 
B-1,100,000 

（ﾏｲﾅｽの場合は 0） 
1,299,999～ 

B-600,000 
（ﾏｲﾅｽの場合は 0） 

3,300,000～4,099,999 B×0.75-275,000 
1,300,000～
4,099,999 

B×0.75-275,000 

4,100,000～7,699,999 B×0.85-685,000 
4,100,000～
7,699,999 

B×0.85-685,000 

★給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除 

次の（１）に該当する者の総所得金額を計算する場合に、給与所得から（２）の金額を控除します。 

（１）給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が 10万円を超える者 

（２）給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は 10万円)＋公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場

合は 10万円)}－10万円 

 

◎令和７年中に所得のなかった人は、該当欄１～９のいずれかに〇をして、内容を記入してください。 

収入金額の合計（円） 給与所得の金額（円） 

～1,900,000 収入金額-650,000（マイナスは０） 

1,900,000～3,600,000 収入金額 ―（収入金額×30％＋80,000） 

3,600,000～6,599,999 収入金額 ―（収入金額×20％＋440,000） 

生計を同一にする配偶者、その他親族のために支払った医療費も対象で

す。医療費控除・セルフメディケーション税制（地方税法附則第４条の

４の規定）の適用を受けるためには、明細書の記載が必要です。 

【通常の医療費控除の控除額】 

｛（支払った医療費の金額）－（保険金などで補てんされる金額）｝ 

－10万円又は総所得金額等の 5％いずれか少ないほう 


